
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
費
の
助
成

対
所
得
税
お
よ
び
市
民
税
非
課
税
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人　

①
70

歳
以
上
の
人　

②
65
歳
以
上
で
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者　

額
1
回
あ
た

り
１
０
０
０
円
以
内
の
助
成
券
を
最
大

12
枚
ま
で
発
行
。
助
成
券
の
有
効
期
限
は

平
成
24
年
5
月
31
日　

※
利
用
は
鳥
取

県
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
会
、
鳥
取
県
鍼
灸

師
会
お
よ
び
日
本
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
会
鳥
取
県
支
部
に
加
盟
し
て
い

る
治
療
院
（
所
）
な
ど
に
限
る　

持
健

康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
代
理
の
場
合
は
、
代
理
の
人
の
身
分

証
明
書
）　

受
６
月
１
日
（
水
）
か
ら　

※
７
月
以
降
は
、
申
請
月
に
よ
り
発
行
す

る
助
成
券
枚
数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

問
駅
南
庁
舎
保
険
年
金
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
８
７

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

14
ペ
ー
ジ
）

家
族
教
室

対
統
合
失
調
症
治
療
中
の
人
が
い
る

家
族　

時
6
月
21
日
、
7
月
5
日
・

19
日
、
8
月
2
日
・
16
日
（
火
）

15:

00
〜
17:

00　

所
さ
わ
や
か
会
館

容
医
師
に
よ
る
講
話
、
施
設
見
学
な
ど

員
10
人
程
度　

料
無
料

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

高
齢
者
・
障
が
い
者
用
居
室
な
ど
の

増
改
築
資
金
の
貸
し
付
け

容
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
専
用
居
室
、

浴
室
、
台
所
、
ト
イ
レ
、
廊
下
な
ど
の

増
改
築　

対
①
60
歳
以
上
の
高
齢
者

と
同
居
し
て
い
る
60
歳
未
満
の
人　

②

60
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
4

級
・
療
育
手
帳
A
を
所
持
し
て
い
る
人

ま
た
は
そ
の
人
の
同
居
人　

額
50
万

〜
２
５
０
万
円
、
金
利
０
・
３
㌫
（
変

動
す
る
場
合
あ
り
）
で
、償
還
期
間
は
、

10
年
以
内
（
貸
付
額
に
応
じ
て
変
動
）

※
連
帯
保
証
人
が
2
人
必
要
、
工
事
着

工
前
に
申
請
が
必
要

問
高
齢
者
：
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-
20-
３
４
５
３

障
が
い
者
：
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
５

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
高
齢
者
住
宅
改
修
費
の
助
成
】

容
手
す
り
取
り
付
け
、
床
段
差
改
修
、

滑
り
止
め
防
止
の
た
め
の
床
材
変
更
、

引
き
戸
、
便
器
の
取
り
替
え
な
ど　

※

新
築
・
増
築
の
場
合
は
対
象
外　

対

①
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
の
支
給
：
介

護
保
険
の
「
要
介
護
」「
要
支
援
」
認

定
者　

②
高
齢
者
居
住
環
境
整
備
費
助

成
：
①
の
対
象
者
お
よ
び
同
一
住
所
を

有
す
る
者
が
市
民
税
非
課
税
の
人　

※

①
、
②
は
併
用
可　

額
①
介
護
保
険
住

宅
改
修
の
対
象
工
事
費（
上
限
20
万
円
）

の
9
割
（
上
限
18
万
円
）　

②
高
齢
者

居
住
環
境
整
備
費
の
対
象
工
事
費
（
上

限
80
万
円
）
の
2
分
の
1
（
上
限
40
万

円
）　

※
工
事
着
工
前
に
申
請
が
必
要

【
応
急
軽
度
家
事
援
助
事
業
】

容
掃
除
・
洗
濯
・
炊
事
な
ど
簡
易
な

日
常
生
活
の
援
助　

対
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な

ど　

料
30
分
あ
た
り
80
円
（
1
カ
月

11
時
間
以
内
）

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

14
ペ
ー
ジ
）

人
権
擁
護
委
員
の
日

　

毎
年
6
月
1
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
と
定
め
、
人
権
へ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

時
6
月
1
日
（
水
）
13:

00
〜
16:

00

所
県
立
図
書
館
2
階
小
研
修
室　

容

特
設
人
権
相
談
所
：
人
権
問
題
全
般

（
人
権
擁
護
委
員
対
応
）

問
鳥
取
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

 

０
８
５
７-

22-

２
２
８
９

鳥
取
い
の
ち
の
電
話
公
開
講
座

時
6
月
18
日
（
土
）
13:

30
〜
15:

30

所
さ
ざ
ん
か
会
館
第
2
会
議
室　

容

演
題
：
こ
こ
ろ
の
病
気
、
講
師
：
植う
え
た田

俊と
し
ゆ
き幸
さ
ん
（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
医
長
）　

料
無
料

問
社
会
福
祉
法
人「
鳥
取
い
の
ち
の
電
話
」

 

０
８
５
７-

29-

６
５
５
６
（
平
日

の
12:

00
〜
16:

00 

）

鳥
取
県
体
育
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
布
勢
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
】

時
6
月
5
日
（
日
）
10:

00
〜
16:

00

所
鳥
取
県
民
体
育
館
横
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

容
衣
服
・
お
も
ち
ゃ
な
ど
の
販
売　

※
ミ
ニ
遊
園
地
も
来
ま
す
。

【
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
in
布
勢
】

時
6
月
18
日
（
土
）
10:

00
〜
11:

30

※
小
雨
決
行　

所
陸
上
競
技
場
周
辺

お
よ
び
園
内　

容
指
導
員
：
ノ
ル

デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
連
盟
鳥
取
県
支
部
、
J
N
W
L

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー　

対
誰
で
も
参
加
可　

員
50

人　

※
先
着
順
　
料
５
０
０
円　

募

6
月
11
日
（
土
）
ま
で

問
鳥
取
県
立
布
勢
総
合
運
動
公
園

 

０
８
５
７-

28-

７
２
１
１

【
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
体
験
教
室
in
布
勢
】

お知らせ

福　祉

情報ひろば Inform
ation
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時
6
月
26
日
（
日
）
10:

00
〜
12:

00

所
コ
カ
・
コ
ー
ラ
ウ
エ
ス
ト
ス
ポ
ー

ツ
パ
ー
ク
県
民
体
育
館
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

容
指
導
員
：
鳥
取
県
山
岳
協
会
（
5
人

程
度
）　

対
未
経
験
者
お
よ
び
初
心
者

員
10
人　

※
先
着
順　

料
１
５
０
０
円

（
靴
代
込
み
）　

募
6
月
15
日
（
水
）
ま
で

問
鳥
取
県
立
布
勢
総
合
運
動
公
園

 

０
８
５
７-
28-

７
２
２
１

 

０
８
５
７-
28-
１
３
９
９

危
機
管
理
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
試
験
放
送
】

　

鳥
取
・
国
府
地
域
の
自
主
防
災
会
、

災
害
時
要
援
護
者
施
設
な
ど
に
設
置
し

て
い
る
防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
の

試
験
放
送
を
行
い
ま
す
の
で
、
各
戸
別

受
信
機
で
聞
き
取
り
困
難
な
場
合
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

時
6
月
か
ら
毎
月
第
３
水
曜
日
13:

00
〜

【
消
防
団
ポ
ン
プ
操
法
大
会
】

時
6
月
12
日
（
日
）
9:

00
〜
14:

00
頃

※
雨
天
中
止
の
場
合
は
、
6
月
19
日

（
日
）
に
延
期　

所
鳥
取
県
漁
業
協
同

組
合
北
側
空
地
（
賀
露
町
西
四
丁
目
）

容
消
防
ポ
ン
プ
に
よ
る
消
火
活
動
の

正
確
さ
や
速
さ
を
競
う
競
技　

※
会
場

に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公

共
交
通
機
関
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
危
機
管
理
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
１
８

歩
こ
う
会
6
月
例
会

時
6
月
12
日
（
日
）
7:

00
〜
19:

00

容
【
バ
ス
ツ
ア
ー
】
市
役
所
《
集
合
》

〜
金
刀
比
羅
神
社
〜
市
役
所
《
解
散
》

（
歩
行
距
離
約
１
㌖
）　

料
バ
ス
代
４

０
０
０
円　

※
弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は

各
自
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

問
歩
こ
う
会
事
務
局 

 

０
８
５
７-

23-

７
９
３
０

食
育
講
演
会

時
6
月
13
日
（
月
）
13:

00
〜
15:

30

所
さ
ざ
ん
か
会
館
5
階
大
会
議
室　

容
▽
食
育
標
語
表
彰
式　

▽
食
育
講
演

会
「
食
事
と
薬
と
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
つ

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

い
て
」、講
師
：
長は

谷せ

川が
わ

純
じ
ゅ
ん

一い
ち

さ
ん
（
鳥

取
大
学
医
学
部
医
学
科 

薬
物
治
療
学
分

野
教
授
）　

▽
会
場
ロ
ビ
ー
に
て
栄
養
士

に
よ
る
栄
養
相
談
会
、
食
育
コ
ー
ナ
ー

※
来
場
さ
れ
た
人
に
は
野
菜
レ
シ
ピ
集

を
配
付
し
ま
す
。　

料
無
料

問
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
食
育
推
進
係

 

０
８
５
７-

20-

３
１
９
２

糖
尿
病
料
理
講
習
会

時
6
月
19
日
（
日
）
9:

30
〜
13:

00 

所
さ
ざ
ん
か
会
館
３
階　

員
20
人　

料
５
０
０
円
（
材
料
費
）　

持
エ
プ
ロ

ン
、
三
角
巾

問
市
立
病
院
栄
養
管
理
室

 

０
８
５
７-

53-

７
３
２
６

子ども手当は引き続き支給されます

　子ども手当は、平成 23 年 4 月～ 9 月までの 6 カ月
間引き続き支給されるようになりました。
対　象　0 歳から中学校修了前まで（15 歳の誕生日後

に最初に迎える年度末まで）の児童
支給額　子ども 1 人につき 1 万 3000 円
支払月　6 月（平成 23 年 2 月分～ 5 月分）　　　　

10 月（平成 23 年 6 月分～ 9 月分）
※所得制限はありません。

　次の人は、申請手続きが必要です。
【新規認定】

▽出生などにより、新たに養育する子どもができた人

▽既に受給していて、他の市町村から転入された人
【額改定】

▽ 既に受給していて、出生などにより養育する子
　どもが増えた人

　下記の書類を準備して、市役所駅南庁舎児童家庭課また
は各総合支所市民福祉課の窓口で手続きをしてください。
※公務員の人は職場で手続きをしてください。

● 新規認定に必要なもの
　・印鑑　・請求者名義の普通預金口座
　・健康保険被保険者証または年金加入証明書など
● 額改定に必要なもの
　・印鑑
※すでに受給していて、支給対象となる子どもの数に
　変更がない人は手続きの必要はありません。
※平成 23 年 6 月の現況届の提出は不要です。（ただし、
　10 月に届出・申請などが必要となる場合があります。）
※平成 23 年 10 月以降につきましては、詳細が決まり
　次第お知らせします。

問い合わせ先　駅南庁舎児童家庭課  0857-20-3465
 各総合支所市民福祉課 (  14 ページ )

平成 22 年度  鳥取市次世代育成優秀企業の紹介

　本市では、企業における子どもを産み育てやすい環
境づくりの促進のため、次世代育成に積極的に取り組
む優秀企業を認定しています。平成 22 年度において
認定された企業は次の 3 社です。
●（株）大谷組
所在地　鳥取市八坂 21-1　業種　建設業
従業員　28 人（女性 1 人、男性 27 人）
　育児・介護休業後に職場復帰しやすくするための独
自の制度を設けるなど、従業員の働きやすい環境づく
りに取り組んでいます。
●城東建設（株）
所在地　鳥取市古海 663　業種　建設業
従業員　10 人（女性 2 人、男性 8 人）
　育児・介護休業法の規定を越えた休暇制度を設ける
など、従業員が安心して制度を利用できる職場環境づ
くりを行っています。
●（株）西村組
所在地　鳥取市源太 14-2　業種　建設業
従業員　12 人（女性 2 人、男性 10 人）
　一般事業主行動計画を策定するなど、従業員が働き
やすい環境づくりに取り組んでいます。
問い合わせ先　駅南庁舎児童家庭課  0857-20-3461
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